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2014年 3月 6日 

 

廃止措置中の 2号機は、2014年 3月 7日から第 5回施設定期検査期間に入りますので、お知らせ

します。 

今回の施設定期検査期間は、約 4ヶ月を予定しています。 

 

施設定期検査では、原子力規制委員会により、核燃料物質の取扱いまたは貯蔵に係る施設・設備

の性能を確認するための検査がおこなわれます。 
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